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八百津町商工会や お っ ち 商 い 通 信

ー １ ー

☛ 新型コロナ感染症対策費補助金 （申請忘れていませんか！）

「八百津町新型コロナ感染症対策費補助金」公募について

八百津町では、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止を図るとともに、事業者の経営支援に資す

ることを目的に、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための対策等を実施する町内事業者に

対し、当該感染症拡大防止対策に要した経費の一部を補助します。

１．対象事業者

①八百津町内に店舗・事業所があること

②次に掲げる感染症拡大防止対策を実施した事業者

（1）容器、割り箸、おしぼり、その他の飲食物の持ち帰りに関する物品の購入

（2）のぼり、チラシ、ホームページなどによる飲食物の持ち帰りに関する広告の作成

（3）事業所における隔離確保のためのつい立て、床サイン等の設置

（4）客席用の換気設備（厨房用のものを除く）の新設又は増設

（5）消毒液、ビニール手袋、体温計、その他の衛生用品の購入（マスクは対象外です）

③八百津町税等の滞納がないこと（納税猶予の措置がなされている場合を除く）

２．対象期間

令和２年４月１日から令和２年１２月３１日までに支払いが完了したものとします。

３．補助金の額

期間内に支払を完了した補助対象事業に要した経費（消費税及び地方消費税の額を含む）の額。

但し、限度額は１事所（１法人又は個人事業主）あたり５万円とし、他の補助制度により助成

を受けた額を除きます。

４．申請書類・方法

補助金の申請には、下記の補助金交付申請書及び添付書類が必要になります。

☞八百津町新型コロナウイルス感染症対策費補助金交付申請書兼請求書

☞添付書類

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策に係る物品若しくは設備の品

名（規格）及び購入若しくは施行日が記載された領収書の写し又は支払証拠書類

②取付状況写真・作成チラシの写し等

③その他町長が必要と認める書類

５．申請期間

令和２年１０月１日（木）～令和３年３月１日（月）

６．その他

新型コロナウイルス感染防止ステッカーの申請がお済みでない方は、あわせて申し込みくだ

さい。

７．申請窓口

八百津町役場 地域振興課 商工振興係 電話 0574－43－2111 （内線2255）



 やおっち商い通信

ー ２ ー

☛ 令和２年分 申告に向けて！

「控除証明書等を保管ください！」

確定申告には、各種控除証明書等が必要になります。

各種控除証明書等が届く時期となりました。

必要と思われる証明書などは、必ず保管ください。

※生命保険料控除証明書、火災（地震）保険料控除証明書

小規模企業共済掛金控除証明書 など

（イメージ）

お気軽に商工会へご相談ください！



R2年11月号

ー ３ ー

☛ 新型コロナ感染症対策施策

お問い合わせ先 ： 八百津町役場 町民課 国民健康保険係

電話 ０５７４－４３－２１１１ （内線：２１１４）



 やおっち商い通信 R2年10月号

商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp

HP : http://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/

ー ４ ー

☛ 岐阜県最低賃金改正

「岐阜県最低賃金が改正されました！」

岐阜県の最低賃金は、年齢に関係なく、パート

や学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべて

の労働者に適用されます。

使用者も、労働者も、１時間あたりの賃金額が

最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認

しましょう。

□詳しくは、岐阜県労働局基準部賃金室

℡ ０５８－２４５－８１０４ まで

☛ 接客マナー！

「おもてなしの心で接客しましょう！」

この時期、多くのお客さまが町内外からお見えになります。

お客さまに対する接客、今一度振り返ってみましょう！

◎お客さまに対する心掛け

１．接客しながらも要望を察する

２．感謝をもって丁寧な接客をする

３．常に笑顔での接客を意識する

４．正しく丁寧な言葉遣いで接客する

５．接客のプロという意識を持つ など

”おもてなしの心”を持って、お客さまに接しましょう！


